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衆
議
院
議
員
後
藤
祐
一
君
提
出
四
月
七
日
に
改
正
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
後
藤
祐
一
君
提
出
四
月
七
日
に
改
正
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
四
月
七
日
に
公
示
さ
れ
、
同
月
十
六
日
に
変
更
さ

れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
」
に
お
い
て
、
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を

与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
事
態
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
大
規
模
な
ま
ん
延
が
認
め
ら
れ
る
地

域
」
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
」
（
令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
、
令
和
二
年
四
月
十
六
日
変
更
。
以
下
「
基
本
的
対
処
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
「
政
府
と
し
て
は
、
緊
急
事
態
を
宣
言
し
て
も
、
社
会
・
経
済
機
能
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
留
め
、
諸
外
国
で
行
わ



 

２ 

 

れ
て
い
る
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
（
都
市
封
鎖
）
の
よ
う
な
施
策
は
実
施
し
な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
基
本
的
対
処
方
針
に
お
い
て
、
「
集
団
感
染
が
生
じ
た
場
の
共
通
点
を
踏
ま
え
る
と
、
特
に
・
・
・

「
三
つ
の
密
」
・
・
・
の
あ
る
場
で
は
、
感
染
を
拡
大
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ

れ
は
、
密
閉
空
間
、
密
集
場
所
及
び
密
接
場
面
と
い
う
三
つ
の
条
件
が
そ
れ
ぞ
れ
感
染
の
リ
ス
ク
の
高
い
状
態
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
基
本
的
対
処
方
針
に
お
い
て
は
、
「
ま
ず
は
、
「
三
つ
の
密
」
を
避
け
る
こ
と
を
よ
り

一
層
推
進
」
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
「
感
染
者
、
重
症
者
及
び
死
亡
者
の
発
生
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
は
重

要
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
必
要
に
応
じ
、
外
出
自
粛
の
要
請
等
の
接
触
機
会
の
低
減
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
感
染
拡
大
の
速
度
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 
 

引
き
続
き
「
三
つ
の
密
」
を
避
け
る
こ
と
を
含
め
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
提
供
や

呼
び
掛
け
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
感
染
が
拡
大
し
た
場
合
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
本
的
対
処
方
針
は
、
新
型
コ
ロ
ナ



 

３ 

 

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
準
拠
と
な
る
統
一
的
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
地
方

公
共
団
体
等
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
感
染
拡
大
予
防
に
向
け
て
対
処
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
外
出
自
粛
要
請
や
営
業
自
粛
要
請
が
特
措
法
第
二
十
四
条
第
九
項
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
た
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
法
第
二
十
四
条
第
九
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
対
策
本
部
長
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
を
的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
私
の
団
体
又
は
個
人
に
対
し
、
そ

の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

六
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
必
要
な
職
場
へ
の
出
勤
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。 

六
の
２
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
店
を
訪
れ
る
客
に
対
す
る
外
出
自
粛
要
請
」
で
あ
る
。
ま
た
、
後
段
の
お
尋



 

４ 

 

ね
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
対
処
方
針
に
お
い
て
、
「
接
待
を
伴
う
飲
食
店
等
」
は
、
「
三
つ
の
密
」
の
あ
る
場
と
し
て
例
示

し
た
も
の
で
あ
る
。 

六
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
四
条
第
九
項
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
都
道
府
県
知
事
（
以
下
単
に
「
特
定
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
外
出
自
粛
の

要
請
で
あ
る
。 

六
の
４
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
「
繁
華
街
の
接
客
を
伴
う
飲
食
店
等
」
以
外
に
つ
い
て
も
、
「
必
要
な
職
場
」
で
な
い
職
場
の
事
業
者
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
特
定
都
道
府
県
知
事
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま

ん
延
を
防
止
し
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第

十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
管
理
す
る
者
又
は
当
該
施
設
を
使
用
し
て
催
物
を
開
催
す
る
者
に
対
し
、
当
該
施
設



 

５ 

 

の
使
用
の
制
限
若
し
く
は
停
止
又
は
催
物
の
開
催
の
制
限
若
し
く
は
停
止
そ
の
他
同
令
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講

ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
予
断
を
も
っ
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


